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７月・８月の主な活動の様子 

 ７月１６日（木）の第２回は、ソニー・太陽株式会社ダイバースビジネス部
統括部長の瀬口 晋二郎さんを講師にお迎えし、『障がいはあっても仕事
に障がいはない ～ソニー・太陽の取り組み～』と題して、障がい者の人権
問題についてお話をしていただきました。ソニー・太陽内でのインクルージ
ョンされた社会の実現に向かって３つの柱（ ①お客さまの期待を超える
高品質なもの造り  ②企業市民としての社会貢献  ③障がいを感じな
い・感じさせない就労環境）を中心に詳しく説明してくださいました。また、
同会社同部で働いている広報・ＣＳＲ室の吉田 健志(よしだ たけし)さん
と、情報ソリューション課の王 会傑(おう かいけつ)さんのお話も聞くことが
出来て、改めてたくさんの事を学びました。 

参加してくださった皆様、誠にありがとうございました。 
９月１７日（木）の第３回は、『外国人と人権』について学習します。 
ぜひご参加ください。  

令和２年度 第２回人権ミニ講座 

令和２年度 第２回市民人権講座 

 ７月２９日（水）の第２回は、（社福）農協共済別府リハビリテーションセン
ター相談支援専門員の青山 昌憲さんを講師にお迎えし、『共生社会実
現に向けて～障害者差別解消法・ともに生きる条例と障がい者虐待につ
いて～』と題して、障がい者の人権問題についてお話をしていただきまし
た。共生社会実現のためには、「不当な差別的取り扱い」の禁止と「合理
的配慮」の提供が求められていることや、障害者虐待防止法に定義され
ている虐待行為や判断基準など支援の重要性や必要性を分かりやすく
説明してくださいました。 

参加してくださった皆様、誠にありがとうございました。 
９月３０日（水）の第３回は『高齢者の人権問題』について学習します。 

 ぜひご参加ください。  

９月１５日～２１日は別府市男女共同参画週間です。 
 

「男女共同参画社会」とは、男性も女性も、互いにその人権を尊重し、性別にかかわりなく、その個性

と能力をあらゆる分野で十分に発揮することができる社会です。男女共同参画社会の実現により、職場環

境や家庭生活の充実、地域力の向上が期待できます。 

多様な人材が活かされ、一人ひとりの能力や個性が十分に発揮できる社会、誰もが 

暮らしやすい「まちづくり」を市民、企業、行政が一体となって目指しましょう。 

別府市は、市民及び事業者が、男女共同参画社会の形成について広く理解と関心 

を深め、男女共同参画社会の形成の推進に関する取り組みへの意欲を高めるため、 

毎年９月１５日を含む 1 週間を「男女共同参画週間」としています。 

                                    

別府市男女共同参画 
のシンボルマーク 



 
 
 

   

  

  
 

～９月・１０月の行事予定～ 

★ 市民人権講座 ★ 
９月３０日（水）１０：００～１２：００ 

  「高齢者の人権問題」（高齢者の人権問題）  

（講師）別府市山の手地域包括支援センター 

     社会福祉士 佐藤 智美さん 

 

１０月２８日（水）１０：００～１２：００ 

  「  未  定  」（部落差別問題）  

（講師）  未  定 

           

★ 人権ミニ講座 ★ 
９月１７日（木）１０：００～１１：３０ 

 「日本社会の人権課題～ヘイトスピーチを身近

に感じて～」（外国人と人権）  

（講師）在日朝鮮人３世 人権学習講師 

         徐 麻弥(そ まみ)さん 

１０月１５日（木）１０：００～１１：３０ 

 「子どもの発想と心を育てる魔法の声かけ」 

（子どもと人権）  

（講師）学童保育「あすらん」代表 

片原 由貴子さん 

８月は「差別をなくす運動月間」です。 

 １９６５(昭和４０)年８月、「同和問題は人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保

障された基本的人権に関わる問題である」、「早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」

とうたった同和対策審議会答申が出されました。これを機に、大分県では答申が出された８月を『差別を

なくす運動月間』と定めています。 

 

『差別をなくす市民の集い』 

●と き  令和２年 ８月２５日（火）１３：３０～１５：３０ 

      （新型コロナウィルス感染症対策のため、参加人数の制限を設けさせていただい

ております。講演の模様は、後日(９月放映予定)ケーブルテレビにて放映いた

します。詳しい日時は、別府市ホームページにてご確認ください。） 

●ところ  別府市公会堂 大ホール 

   ●演 題   「ハンセン病差別と市民社会」 

●講 師  弁護士法人德田法律事務所   

弁護士 德田 靖之（とくだ やすゆき）さん 
 

※今後の新型コロナウィルス感染症の状況によっては、中止となる場合がございます。 
 

 問い合わせ先  別府市人権同和教育啓発課  ＴＥＬ０９７７－２１－１２９１(直通) 

８月２８日は「解放令」が公布された日です。 
１８７１年(明治４年)８月２８日に明治維新政府は、近世社会の最低身分とされた賤民(穢

多・非人等)の身分・職業とも平民同様とする、という内容の太政官布告を出しました。「穢

多非人等ノ称被廃候条、自今身分職業共平民同様タルベキ事（穢多非人の称ヲ廃シ身分職業

共平民同様トス）」と法令全書の目録には書かれています。一般的には「解放令」と呼ばれて

いますが、「身分解放令」や「賤民解放令」、また「賤称廃止令」、「廃称令」、「廃止令」とも

呼ばれていました。このいわゆる「解放令」により法律・制度の上では差別はなくなったは

ずですが、部落差別をなくすための施策を明治政府が何一つとらなかったため、現実には依

然として厳しい差別が残り、真の意味の解放とはなりませんでした。 


